
環境保全型農業の推進

令 和 ７ 年 ２ 月

農 業 環 境 対 策 課

資料６



○ 農林水産省においては、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、令和３年５月
にみどりの食料システム戦略を策定。

１ みどりの食料システム戦略（全体概要）

１



２ みどりの食料システム法の運用状況

２

○ みどりの食料システム戦略の実現に向け、令和４年にみどりの食料システム法が成立。
○ 同法の計画認定を受けることで、税制・融資の特例措置や各種補助金の採択ポイント加算などのメリット措置が受けられる。
○ 令和６年12月末時点で、46都道府県で計19,000以上の経営体が認定を受けている。

国の基本方針 公表（令和４年９月15日）
告示・事務処理要領・申請書様式、ガイドライン等も併せて公表

みどりの食料システム法 施行（令和４年７月1日） 施行令・施行規則等も施行

引き続き、農林漁業者・事業者の計画認定を拡大するとともに、みどり投資促進
税制、融資の特例、予算事業の優先採択等により、環境負荷低減の取組を推進。

堆肥散布機の普及可変施肥田植機の普及リモコン草刈機の普及

○令和４年度中に全都道府県で基本計画が作成

令和５年度から都道府県による
環境負荷低減事業活動に取り組む

農林漁業者の計画認定が本格的にスタート
○46道府県で計19,000以上の経営体を認定

（令和６年12月末時点）
○24道県53区域で特定区域を設定
特定計画が２県３区域で認定

○有機農業を促進するための栽培管理協定が
茨城県常陸大宮市で締結（令和６年12月時点）

生産現場の環境負荷低減を効果的に進めるため、
現場の農業者のニーズも踏まえ、

環境負荷低減に役立つ技術の普及拡大等
を図る事業者の計画を認定

○86の事業者を認定（令和６年12月時点）



○ みどりの食料システム戦略において、「2050年までに輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
する」との目標を掲げ、有機物の循環利用や、施肥の効率化・スマート化を推進。さらに、「2030年までに化学肥料の
使用量を20％低減する」との中間目標を設定。

３ みどりの食料システム戦略（化学肥料使用量の低減）

３



４ 化学肥料の国内需要量及び施肥量

４

○ 化学肥料の国内需要量は減少傾向。平成28年と比較して、令和４年は約11％減少。
○ 10a当たり施肥量も減少傾向。平成28年と比較して、令和４年は約７％減少。

資料：農林水産省調べ
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○ 土壌診断に基づく適正施肥の現場導入やスマート農業技術等を活用した施肥低減技術（局所施肥、可変施肥）の導入・実
践を推進。

○ 化学肥料の使用量低減に資する技術の実証を支援するとともに、栽培マニュアルの公表等により取組の横展開を推進。

○ 普及指導員のほか、関係団体においても土壌診断・施肥に関する技術者を養成。

○ 普及指導員による施肥指導
・普及指導員に対して、土づくり・施肥削減に関する実践技術に関する研修を

実施

○ 施肥診断技術者（全国農業協同組合連合会）
・JA職員等で、土壌診断業務に従事し、施肥設計を策定しようとする者

（約13,050名、R6.9月末現在）

○ 施肥技術マイスター・シニアマイスター（全国肥料商連合会）
・施肥技術、栽培技術に関する知識を有する者（2,097名,R２.７月現在）

○ 土壌医（日本土壌協会）
・土壌医検定は、１級（土壌医）、２級（土づくりマスター）、

３級（土づくりアドバイザー）に区分される。
（令和3年度合格者：1,199名、令和4年度合格者：1,250名）

５ 施肥量低減の取組

５

施肥指導体制の現状

・ 「グリーンな栽培体系への転換サポート」※に
より、化学肥料の使用量低減に資する局所施肥や
可変施肥等の栽培技術の実証を支援。
（112地区［2023年度までの累計］）

・ 実証が終了した地区では成果を栽培マニュアル
等に取りまとめて普及段階に移行。
（55地区［2023年度までの累計］）

※みどりの食料システム戦略推進交付金の事業メニュー

○ レタス生産者（香川県）
畝の上層への局所施肥により、レタスの球を同等に保ち

つつ、肥料の使用量を20％低減。

○ キャベツ生産者（北海道）
可変施肥マップを活用し、キャベツの収量を維持したま

ま、肥料の使用量を30％低減。

○ 小麦生産者（北海道）
小麦の生育時期ごとに可変追肥を行い、収量8.7％増加、

肥料の使用量10.2％低減を達成。

※令和5年度グリーンな栽培体系への転換サポート事業及び令和元年
度・令和2年度スマート農業実証プロジェクトの事業実績より

技術の導入事例

技術導入の実証支援施肥低減技術の例

○ 局所施肥
作物の根が利用しやすい位置に肥料を集中的に施す技術。

施肥量の低減や労働時間の短縮が期待できる。

○ 可変施肥
作物の生育データ等から推定したほ場内の地力のばらつ

きに応じて、施肥量を変える技術。生育ムラの改善や施肥
量の低減が期待できる。

局所施肥機



６ 環境保全型農業直接支払交付金の制度の概要

○ 農業者等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全
等に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を実施。

○ 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動として、全国共通の取組のほか、地域の環境や農業の実態等を

勘案した上で、地域を設定して支援の対象とする地域特認取組を都道府県の申請に基づき設定し、支援を実施。

６

対象となる取組

地球温暖化防止に効果の高い営農活動 生物多様性保全等に効果の高い営農活動

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組

有機農業 総合防除緑肥の施用堆肥の施用有機農業

土壌中に炭素を貯留し､地球温暖化防止に貢献 様々な生物を地域で育み､生物多様性保全に貢献

等 等

交付単価（R７年度～）

本制度は予算の範囲内で交付金を交付する
仕組みです。申請額の全国合計が予算額を
上回った場合、交付額が減額されることがあります。

✤ 交付単価は営農活動に係る｢掛かり増し経費｣に
着目して設定

慣行農業 環境保全型農業

環境保全効果の高い営農活動
の導入に伴い、必要のなくなった
作業工程に係る生産費の減少

環境保全効果の高い営農活動
の導入に伴う生産費の増加

!

営農活動に係る掛かり増し経費
＝交付金にて支援

交付単価
（円/10a）全国共通取組

14,000円そば等雑穀、飼料作物以外
有機
農業

このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合 注１）に限
り、2,000円を加算。

3,000円そば等雑穀、飼料作物
3,600円堆肥の施用注２）

5,000円緑肥の施用注２）

4,000円そば等雑穀、飼料作物以外
総合防除注２）

2,000円そば等雑穀、飼料作物
5,000円炭の投入

地域特認取組
交付単価は、都道府県が設定します。

注１）土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、
炭の投入のいずれかを実施。

注２）主作物が水稲の場合、長期中干しや秋耕等のメタン排出
削減対策をセットで実施。

※ 令和７年度当初予算概算決定の内容

取組拡大加算
有機農業の栽培指導等によって増加した新規取組面積あたり

4,000円/10a



７ 環境保全型農業直接支払交付金の実施状況

支援対象取組別の実施面積割合（令和５年度） 実施件数、実施市町村件数、実施面積、交付金額

交付金額
（百万円）

実施面積
（ha）

実施
市町村数

実施件数

4,82686,5458773,245令和５年度

4,60582,8038523,163令和４年度

4,50281,7438463,144令和３年度

4,45180,7898413,155令和２年度

4,54379,8398873,479令和元年度

4,51479,4658853,609平成30年度

4,587
89,082

うち２取組目
6,852 ha

8993,822平成29年度

4,578
84,566

うち２取組目
6,539 ha

8883,740平成28年度

4,213
74,180

うち２取組目
6,389 ha

8724,081平成27年度

※ 交付金額は、国と地方公共団体が交付した額の合計
（ 交付割合 国：地方公共団体＝１：１）

○ 令和５年度の環境保全型農業直接支払交付金の実施面積は約8.7万ha。

○ 平成30年度は、複数取組支援の廃止や天候不順等により、取組面積は平成29年度と比較して約9,600ha減少したが、

令和元年度以降、実施面積は増加している。

（参考）前身事業：環境保全型農業直接支援対策

3,39657,74493115,920平成26年度

3,08251,11491815,240平成25年度

2,99641,43988512,985平成24年度

1,33117,0097736,622平成23年度

堆肥の施用
22,320 ha
（26%）

カバークロップ
15,738 ha
（18%）

リビングマルチ
3,786 ha
（4%）草生栽培

48 ha
（0.1%）

不耕起播種
136 ha

（0.2%）

長期中干し
3,444 ha
（4%）

秋耕
1,518 ha
（2%）

有機農業
13,589 ha
（16%）

地域特認取組
25,966 ha
（30%）

７



令和７年度からの次期対策においては、取組の見直しを行い、樹脂製の被膜を用いていない緩効性肥料の農地
の施用について支援を実施する方向で検討を進めており、水質保全効果を更に高めていく方針

８ 環境保全型農業直接支払交付金における水質保全効果の高い取組への支援

水稲（飼料用は除く）

4,000円／10a

窒素成分を含む化学肥料のおおむね全量を緩効性肥料で農地に施用
（＋生育中期に14日以上の中干しを実施）

なお、緩効性肥料の被膜殻の流出防止対策として以下の全てを実施している。
① あぜ塗り等による漏水防止対策
② 浅水代かき等により田植前の強制落水を行わない水管理
③ 本田を確認し、被膜殻の回収に努める

緩効性肥料を利用した場合、普通化成肥料と比べて農地からの全窒素流出負荷が低減される。

緩効性肥料を施用

対象作物

交付単価

取組内容

水質保全効果

○ これまで、滋賀県の地域特認取組として、緩効性肥料の利用による水質保全に効果の高い営農活動への支援を実施。
○ 緩効性肥料の利用により、農地からの全窒素流出負荷を低減する効果。
○ 一方、緩効性肥料のうち樹脂製の被膜を用いた被膜肥料については、被膜殻がほ場から流出した場合には海洋汚染

等の原因になることが懸念。現在実施している取組においても被膜殻の流出防止対策を取組実施の要件としているが、
樹脂製の被膜殻が発生しない代替技術への転換を図っていく必要。

＜水質保全の取組事例＞滋賀県の地域特認取組「緩効性肥料の利用および長期中干し」

８


